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夢・国土クラブ

　秋冷の候、皆様にはご健勝のこととお慶
び申し上げます。
　さて、この度、「夢・国土クラブ」がそ
の組織を一新して、再発足する運びとなり
ましたことは、私にとりまして誠に心強い
限りであります。これまでの数々の温かい
ご支援、ご声援に対し、心から御礼を申し
上げますとともに、今後とも一層のご指導、
ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
　我が国の政治状況は、政権が代わって全
く予断の許さないものとなりました。これ
までの政策について、正すべきものがあれ
ば正すことに異論はありませんが、政権発
足後 1カ月ほど経過した現時点で見ると、
各政策について本質的な議論がなされるこ
ともなく、ただマニフェストに記載したか
らという理由だけで進めようとしているよ
うに見えます。「コンクリートより人」な
どといった、キャッチコピーやキャッチフ
レーズで政治が進められては、大きな過ち
を犯すことになるのは、歴史の教えるとこ
ろです。今こそ、各政策分野において、足
が地に着いたしっかりとした議論が進めら
れる必要があります。

　「八ッ場ダム」の問題でも、本質は利根
川の治水安全度をどのように考えるか、言
い換えれば首都圏の治水安全度をどう考え
るか、ということのはずですが、全くと言っ
ていいほど論じられていません。特にテレ
ビマスコミの取り上げ方は異常と言っても
言い過ぎでないように思います。このこと
については、国会の場でしっかりと議論を
していきたいと考えています。
　公共工事についても、ムダを削るという
ばかりで、本質的な議論は進められていま
せん。このままでは、今年度後半から来年
度にかけて、建設産業は大きな打撃を受け
る恐れがあります。
　こうした状況の下で、私に課せられた責
任は一層重いものがあろうと、覚悟を新た
にしています。
　もとより、浅学菲才の身ではありますが、
皆様のご期待に少しでも応えることができ
ますよう精一杯の努力をして参る所存であ
ります。
　今後とも、どうぞよろしくお願い申し上
げます。

平成 21年 10月 15日

参議院議員  脇 雅史

夢・国土



　日本の将来の発展に必要な社会基盤整備が、国民

生活の安全・安心のために重要な役割を担っている

ことは論を待ちません。にもかかわらず、社会資本

整備を進める発注者のパートナーである建設産業界

は、市場縮小、低価格競争（ダンピング）、収益悪

化という「負の連鎖」によって崩壊の危機に瀕して

いました。

　平成６年に建設省（現・国土交通省）が一般競争

入札を導入してから 15年。この間、公共工事市場

は 10年をピークに減少の一途をたどりました。ま

た、11年に技術力競争として総合評価方式が試行、

12 年には競争性・透明性向上を目的に入札契約適

正化法が制定されるなど、公共調達の仕組みも大き

く変わりました。　

　品質の低下、業界の疲弊
　しかしその後、公共工事発注者の財政事情は厳し

さを増し、建設産業界でもダンピングの多発や不

良・不適格業者の参入増加、さらには発注者の能力

格差が浮き彫りになったことで、建設産業界の疲弊

とともに公共工事の品質低下が強く懸念され始めま

した。

　自民党が 11 年、「公共工事の品質確保と向上に

関する研究会」（古賀誠会長）を発足させたのは、

まさにこうした時代背景を受けたものでした。

　翌 12年、自民党の研究会は提言をまとめ、公表

しました。この中で、質の高い公共施設整備のため

の枠組みづくり、発注者の技術力に対する適正な評

価、企業の持つ新技術の積極的活用などを打ち出し

ましたが、現行法令で実現するのは困難なため、新

法の制定を提言しました。

　こうした流れの中で、自民党の研究会は15年、「公

共工事の品質確保に関する議員連盟」に改組、公共

調達のあり方について議員立法を視野に検討を始め

ました。

　このとき、公共工事市場の縮小と多発するダンピ

ングによって、建設産業界の疲弊と危機感は限界を

迎えていました。

　自民党議連は、施工者の技術力によって公共工事

の品質が左右されるにもかかわらず、価格だけの競

争になっていることに問題意識を持ち、16年に与党

として法案を提出、17年３月、『公共工事の品質確

保の促進に関する法律（品確法）』が成立しました。

　総合評価方式の誕生
　今、品確法施行から４年。公共工事の品質確保に

関する発注者の責務明確化、価格だけによる競争か

ら価格と品質による総合的に優れた調達への転換を

柱にした同法施行によって、「総合評価方式」が誕

生し、確実に浸透しつつあります。

　さらに、適正な利益確保、地域の実情や企業規模

に応じたきめ細かな評価によって、品質確保と技術

と経営に優れた企業を育てるための入札・契約制度

の改善も進んでいます。

　しかし、社会資本整備や建設産業界に対する国民

の理解は十分ではなく、また、入札・契約制度の改

善によって建設産業界に活力が戻ったとはまだまだ

いえません。

　今回の政権交代によって、予断を許さない厳しい

状況が続く中で、あらためて品確法を軸にした、あ

るべき公共調達の姿と活力ある建設産業界の実現へ

の姿を▽品確法前夜▽制定までの攻防▽品確法の行

方――からなる３部構成の『品確法』物語として、

今後発行する予定です。

　これからも皆様方から多くの御意見をお寄せ願え

れば幸いです。

これからの公共調達のあり方を考えるため、
今一度、品確法が生まれた時代背景を振り返ります

平成 21年 10月 15日

脇　雅史のHPをご覧下さい
http://www.waki-m.jp/
これまでの党ならびに国会における脇　雅史の活動
を掲載してきました。これからも、さまざまな情報
を随時掲載していきますので、ぜひご覧いただき、
ご意見をお寄せ下さい。

夢・国土


